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今回の会員限定コンテンツ閲覧のユーザー名とパスワードは  

ユーザー名／  
パスワード／                             です。  

※有効期限：令和３年７月31日  

※詳細は当協会ホームページをご覧ください。  
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Ｇマーク申請受付期間Ｇマーク申請受付期間
令和3年7月1日（木）～同7月14日（水）　土・日曜日は除く

郵送の場合は7月12日（月）必着

中部トラック総合研修センター 
（〒470-0207 みよし市福谷町西ノ洞21-127） 

9時00分～16時00分（時間厳守）
TEL｠0561-76-2242

中部トラック総合研修センター 
（〒470-0207 みよし市福谷町西ノ洞21-127） 

9時00分～16時00分（時間厳守）
TEL｠0561-76-2242

申請受付場所・時間申請受付場所・時間
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５月会議・委員会開催状況

熱中症を防ごう！



第 1回  常任理事会 
 

新型コロナウイルス感染防止の観点から書面会議に変更し、みなし決議にて成立した 

 

理事会の決議があったものとみなされた日 令和 3年 5月 17日 

理事会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事  理事 寺岡 洋一 

議事録の作成に係る職務を行った理事  理事 牟田 光良 

 

（決議事項） 

1. 総務委員会からの答申について 

(1) 令和 3年度総合防災訓練参加実施計画大網（案）について 

    資料『総審議 1』記載のとおり原案を承認する。 

(2) 令和 4年度税制改正・予算に関する要望事項について 

資料『総審議 2』記載のとおり原案を承認する。 
 

2. 企画広報委員会からの答申について 

資料『審議 2』記載のとおり原案を承認する。 
 

3. 入退会の承認について 

資料『審議 3』記載のとおり原案を承認する。 

 

（報告事項） 

1. 未収会費について 

資料『報告 1』のとおり報告を受けた。 
 

2. 令和 2年度運輸事業振興助成交付金事業実績報告について 

資料『報告 2』のとおり報告を受けた。 
 

3. 支部行事結果報告について 

資料『報告 3』のとおり報告を受けた。 
 

4. 「標準的な運賃」届出の提出状況について 

資料『報告 4』のとおり報告を受けた。 
 

5. 働きやすい職場認証制度の申請スケジュールについて 

資料『報告 5』のとおり報告を受けた。 
 

6. 交通事故情勢について 

資料『報告 6』のとおり報告を受けた。 
 

7. 令和 2年度 愛ト協 公式ホームページアクセスの状況報告について 

資料『報告 7』のとおり報告を受けた。 

 

第１回 常 任 理 事 会



第 1回  理 事 会 

第 2回  常任理事会 
 

新型コロナウイルス感染防止の観点から書面会議に変更し、みなし決議にて成立した 

 

理事会の決議があったものとみなされた日 令和 3年 6月 3日 

理事会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事  理事 寺岡 洋一 

議事録の作成に係る職務を行った理事  理事 牟田 光良 

 

（決議事項） 

1. 総務委員会からの答申について 

(1) 近代化基金運営専門委員会からの答申について 

資料「審議 1」記載のとおり原案を承認する。 
 

(2) 令和 2年度事業報告（案）について 

資料「審議 1（2）」記載のとおり原案を承認する。 
 

(3) 令和 2年度財務諸表（案）及び公益目的支出計画実施報告（案）について 

資料「審議 1（3）」記載のとおり原案を承認する。 
 

(4) 各種規程の変更（案）について 

資料「審議 1（4）」記載のとおり原案を承認する。 
 

(5) 第 15回通常総会提出議案について 

資料「審議 1（5）」記載のとおり原案を承認する。 
 

2. 役員改選について 

資料「審議 2」記載のとおり原案を承認する。 

 

（報告事項） 

1. 令和 2年度施設運営基金及び施設運営積立金運用実績報告について 

資料「報告 1」のとおり報告を受けた。 

 

第１回 理 　 事 　 会

第２回 常 任 理 事 会



新 入 会 員

支部 名　　　　称 所　　在　　地 代 表 者
大　中　小

電　　話

第一

第一

尾東

尾西

尾西

尾西

尾西

尾西

西三

西三

藤本　哲也

桐山　佳昭

比嘉　直樹

塚本　悦生

服部キミ子

稗田　健吾

朴　　貴頌

馬場　和也

市川　浩子

間部　圭介

2

1

0

4

0

5

4

2

9

0

退 会 会 員

支部 名　　　　称 所　在　地

名古屋市港区

春日井市 

常滑市

豊橋市

（株）一哲

ワイズライン（株）

CRトランス（株）

塚本商店（株）

小林運送（株）

ワールドライン（株）

（有）アイアップ

ビッグシード（株）

中日本システム輸送（株）

葵ロジスティクス（株）

〒452-0842 名古屋市西区城町35番地

〒452-0842 名古屋市西区城町125番地 

　　　　　　　　　　　グローリアス城101号

〒463-0081 名古屋市守山区川宮町232番地

〒496-0019 津島市百島町観音坊34

〒140-0015 東京都品川区西大井5丁目25番14号

（連）〒491-0871 一宮市浅野字大島9-1

〒675-0314 兵庫県加古川市志方町上冨木792-1

〒498-0045 弥富市稲元十三丁目5番地

〒480-0201 西春日井郡豊山町大字青山字東川57番地1

〒473-0911 豊田市本町朝日45番地2

（連）〒473-0933 豊田市高岡町富士見6番地

〒432-8064 静岡県浜松市南区倉松町2277

（連）〒444-0931 岡崎市大和町中切12-5

(052) 506-8640
  FAX 506-8641
(052) 325-2763
  FAX 325-2764
(052) 710-7146
  FAX 710-7233

(0567) 69-9461
  FAX 69-9464

(0586) 81-1131
  FAX 81-1139

(079) 453-1512
  FAX 453-1513

(0567) 40-9020
  FAX 40-9022

(0568) 90-5550
  FAX 90-5551

(0565) 51-6201
  FAX 51-6202

(0564) 32-5671
  FAX 32-5672

中部フィット（株）

ニイミ運輸（株）

（株）ウイングエキスプレス

中島丸寛（株）

車両数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三

尾東

尾東

東三

1

5

2

1

12

0

1

17

6

16

4

0

6

1

0

0

0

0

0

2



受 付 変 更 内 容 支 部 新 旧

株式会社鈴与カーゴネット名古屋

志村　正裕 石井　高

SGムービング株式会社

東京都江東区新砂3-2-9　XフロンティアEAST 6階 小牧市舟津八反田136

名阪急配株式会社

春日井市東野町9丁目7-1 春日井市東山町字東山２３４５－１９４６

486-0817 486-0811

春日井市東野町9丁目7-1 春日井市東山町字東山２３４５－１９４６

0568-85-8125 0568-87-6770

0568-84-1751 0568-85-8130

株式会社中部曙運輸 櫟木運輸株式会社

大野 祐肇 櫟木　重太朗

小牧市大字三ツ渕原新田字北申塚285-3 名古屋市千種区吹上二丁目4番27号

485-0076 464-0856

小牧市大字三ツ渕原新田字北申塚285-3 名古屋市千種区吹上二丁目4番27号

尾東 第一

王子陸運株式会社

中沢 剛 大黒　昌己

株式会社ダイエックス中部 株式会社ダイセーエクスプレスシステム

岡部 哲也 田中　健惠

日本ルートサービス株式会社

稲沢市平和町下起東111番 稲沢市片原一色町上三ツ池１－１

490-1323 492-8355

稲沢市平和町下起東111番 稲沢市片原一色町上三ツ池１－１

0567-58-2150 0587-36-5488

0567-58-2151 0587-36-5489

カリツー株式会社

444-1155 446-0075

安城市堀内町阿原8番地 安城市二本木新町1-7-23

0566-70-8601 0566-73-5600

0566-70-8630 0566-73-5606

株式会社マルヤス物流サービス

林　敏夫 戸軽　弘美

株式会社丸文

藤本　健一 長崎　英樹

東郷運輸株式会社

纐纈 直仁 近藤　啓

2021/3/29 第四

会員事業者名称等変更(3月受付分)

代表者

2021/3/29 事業者住所 尾東

2021/3/29

事業者住所
連絡先住所
電話番号
FAX番号

尾東

2021/3/29

事業者名
代表者

事業者住所
連絡先住所

支部

尾東

2021/3/29 代表者 尾東

2021/3/29 代表者 尾西

2021/3/29

事業者住所
連絡先住所
電話番号
FAX番号

尾西

2021/3/29 代表者 西三

2021/3/29
連絡先住所
電話番号
FAX番号

西三

2021/3/29 代表者 西三

2021/3/29 代表者 西三

受 付 変 更 内 容 支 部 新 旧

西濃運輸株式会社 名古屋支店

桂木　洋典 硯　昌己

森洋運輸株式会社

杉山　孝史 森　雅大

TSﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社

丸山　義実 太内　透

愛知車輌興業株式会社

小林　伸行 石田　聡彦

橋元運輸株式会社

徳田　宏 橋元　幸次

登港運輸株式会社

海部郡飛島村木場1-90 海部郡飛島村木場1-35

490-1444 490-1444

海部郡飛島村木場1-90 海部郡飛島村木場1-35

名古屋第三支部 名古屋第二支部

豊通物流株式会社

473-0902 450-0002

豊田市大林町6丁目141番地 名古屋市中村区名駅4-11-27 シンフォニー豊田ビル15階

090-7304-5883 052-558-2100

050-3398-5046 052-566-5100

東洋テック株式会社

461-0001 461-0001

名古屋市東区泉2-27-14　関電不動産高岳ビル2階 名古屋市東区泉2-27-14　東海関電ビルディング２階

丸全昭和運輸株式会社

内山　藤貴 寺岡　要寛

プラスカーゴサービス株式会社

名古屋市中川区富船町4-1 名古屋市中川区清川町３-１-３

454-0823 454-0049

名古屋市中川区富船町4-1 名古屋市中川区清川町３-１-３

株式会社誠隆

454-0866 454-0869

名古屋市中川区東中島5丁目60番101号 名古屋市中川区荒子2-14-2

2021/4/12

会員事業者名称等変更(4月受付分)

2021/4/8 代表者 第四

2021/4/12
事業者住所
連絡先住所

第四

2021/4/27

2021/4/21 代表者 第一

2021/4/21 代表者 第一

2021/4/21 代表者 第一

2021/4/14 代表者 第二

代表者 第三

2021/4/27
事業者住所
連絡先住所

支部
第三

2021/4/1
連絡先住所
電話番号
FAX番号

第四

2021/4/1 事業者名 第四 丸全トランスポート株式会社 中部支社 丸全中部物流株式会社

2021/4/6 連絡先住所 第四

連絡先住所 第四



受 付 変 更 内 容 支 部 新 旧

会員事業者名称等変更(4月受付分)

有限会社丸岩梱包

愛西市東條町平城46番地1 愛西市大井町七川南81

496-0914 496-0921

愛西市東條町平城46番地1 愛西市大井町七川南81

衣浦港陸運株式会社

伊藤　久人 榊原　利一

山城急配株式会社

城戸　正臣 城戸　洋治

サンワリューツー株式会社

飯田　武司 谷口　隆司

株式会社ユーネットランス

473-0932 471-0841

豊田市堤町宝35-1 豊田市深田町１－１２６－１

0565-53-3358 0565-71-5555

0565-52-1216 0565-28-9134

日通三河運輸株式会社

牧原　直樹 村瀨　洋一

有限会社三洲運輸

佐藤　友哉 佐藤　勝彦

中野商会株式会社

440-0004 440-0005

豊橋市忠興2丁目6-22 豊橋市緑ヶ丘1-3-15

サーラ物流株式会社

宮澤　光 石川　公一
東三代表者2021/4/30

2021/4/27 代表者 西三

2021/4/6 代表者 東三

2021/4/28 連絡先住所 東三

代表者 西三

尾西
事業者住所
連絡先住所

2021/4/30

2021/4/28

2021/4/21 代表者 西三

2021/4/21 代表者 西三

2021/4/21
連絡先住所
電話番号
FAX番号

西三

受 付 変 更 内 容 支 部 新 旧

会員事業者名称等変更(4月受付分)

日通名古屋北運輸株式会社

村瀬　洋一 溝口　道晴

愛知陸運株式会社

473-0934 485-0074

豊田市前林町住吉32番地 小牧市新小木３－２０

0565-47-1110 0568-72-1100

0565-53-5544 0568-73-9716

興濃運輸有限会社

河野　智博 河野　博

株式会社東海サービス

瀬戸市窯町322番地の133 瀬戸市弁天町６７－１

486-0812 489-0945

春日井市大泉寺町字大池下292-473 瀬戸市弁天町６７－１

0568-87-3411 0561-85-2552

0568-87-3410 0561-85-8900

東春運輸株式会社

松田　元幸 丹羽　孝充

東海センコー運輸株式会社

小木曾　敏行 早瀬　典男

亀甲通運株式会社

杉本　健司 生川　慶一

株式会社ベクターロジスティクス

0586-25-2571 0586-64-7877

0586-25-2572 0586-76-7886

中野建設株式会社

中野　良幸 中野　良一

有限会社コトブキ運輸

永田　和仁 近藤　知義

株式会社徳永商店

0567-22-5240 0567-37-2893

0567-22-5241 0567-58-4486

丸一急配株式会社

牧野　篤人 辻　知宏

尾東代表者2021/4/21

尾東代表者2021/4/27

2021/4/1 代表者 尾東

2021/4/6
連絡先住所
電話番号
FAX番号

尾東

2021/4/6 事業者名 尾東 株式会社東海通信資材サービス 営業本部　輸送部 株式会社東海通信資材サービス 大口サービスセンター

2021/4/7 事業者名 尾東 SBSフレックネット株式会社　中部物流運営部 SBSフレックネット株式会社　中部物流統括部

2021/4/8 代表者 尾東

2021/4/12

事業者住所
連絡先住所
電話番号
FAX番号

尾東

2021/4/27 代表者 尾東

2021/4/1
電話番号
FAX番号

尾西

2021/4/5 代表者 尾西

2021/4/5 代表者 尾西

2021/4/14
電話番号
FAX番号

尾西

2021/4/27 代表者 尾西





交通安全教室を開催 

中部トラック総合研修センターにおいて、南部小学校・三吉小学校・黒笹小学校・三好丘小学校に
通う新１年生を対象に交通安全教室をみよし市と合同で実施いたしました。 
交通安全に関するビデオ視聴やトラックの左折巻き込み実験などを通じて、内輪差の危険性や  
トラックが急に止まれないことを児童に説明し、交通事故の危険性について学んでもらいました。 

「巻き込み事故の危険」 

「安全な横断歩道の渡り方の練習」 

「ドライバー目線で死角の確認」 

「飛び出し事故の危険」 

４月２０日 南部小学校  ５９名  ４月２２日 黒笹小学校  ６７名  

４月２１日 三吉小学校  ６３名  ５月 ６日 三好丘小学校 ７９名

                           合 計 ２６８名                 







支　　部 開催日 場　　　所

第 一 5 月18日 愛知県トラック会館

総　　会

講 習 会
支　　部 開催日 場　　　所 内　　　　　容タ イ ト ル

知 多 5 月22日 半田市雁宿ホール 通常総会・研修会 知多陸青会では、通常総会開催後、愛ト協助成金事業について講習を行った。

知多　半田市雁宿ホール

第一　愛知県トラック会館

01

02

新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹底について
　国土交通省及び全ト協より新型コロナウイルスの予防・まん延防止の徹底について
周知依頼がありました。会員の皆様におかれましても下記ＵＲＬに記載の対策に従い、
予防・まん延防止徹底にご協力下さいますようお願い申し上げます。
　また、従業員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合は、速やかに各運輸局に
報告いただくようお願い致します。

◆首相官邸ホームページ『新型コロナウイルス感染症に備えて』
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
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【業務課からのお知らせ】

】計年【】　【５月

支部地域別死者数
【５月】

第一 第二 第三 第四 尾東 尾西 知多 西三 東三 高速
  1　　   1　 　　1　　　 3       2        7        6        8       9       2

 -7       -2      -2        1       -5       -5       -4      -7        2         1
0 0 0 0 0 1 1 4 4 1

【５月】 【年計】

会員※

第一原因※

※事業用の内数。第一原因数は自己調査の進捗により、変更になる場合があります。

・愛知県内事故状況（2021年５月31日現在）

件数 死者数 負傷者数 件数 死者数 負傷者数

前年比

発生数

支部月計

）％（率減増

年計
前年比

事業用
件数 死者数 件数 死者数

0                 0                 0                 0
0                 0                 0                 0

・2021年愛知県内交通事故死者数（昨年対比）

1,751 11 2,114 9,703 40 11,466
245  -2 347 -275 -404
16.3 -15.4 19.6 -2.8 -3.4

3 3  6  6

愛知県内事業用貨物自動車死亡事故発生数
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「標準的な運賃」の届け出について

教育用DVDの増設について

中小トラック運送事業者のためのIT活用セミナー　動画配信について 

令和２年４月に国土交通省より告示された標準的な運賃は、令和６年度から

時間外労働（年間 960 時間）の上限規制が適用されること等を踏まえ、運転者

の労働条件を改善し、トラック運送業が今後も引き続き安定的な輸送サービ

スを提供していくために設けられたものです。

会員各位におかれましては本趣旨をご理解いただき、積極的に「運賃及び料

金の設定（変更）届」をご提出いただいた上で、是非運賃交渉にご活用下さい。

また現在全日本トラック協会のHPにおいて趣旨・目的、告示や通達の内容、

運賃料金適用方等の解説をした「標準的な運賃　普及セミナー」のYouTube

動画が視聴できますので、こちらも有効に活用して下さい。

愛知県トラック協会特設サイト
https://ssl.aitokyo.jp/standard-fare/

全日本トラック協会特設サイト
https://www.jta.or.jp/rodotaisaku/hatarakikata/kaisei_jigyoho_202008.html

〜助成金を申請する際の注意点〜

・利用する助成事業の要綱や条件等を、愛ト協HPの助成事業専用サイトで

　良く確認して下さい。

・昨年度の申請書類は使用禁止です。助成事業専用サイトで本年度の申請書

　類一式がダウンロードが出来ます。

・用紙はＡ４サイズに統一する。

・申請書表紙に代表社印を２カ所（右上の代表者名と捨て印）押印する。

トラック協会では令和２年度において、中小トラック運送事業者における

情報化推進による生産性の向上を支援すべく、ＩＴ機器及びシステムの活用

事例を紹介する IT 活用セミナーを開催いたしました。この度、セミナーの

内容を再編集し、全日本トラック協会のHPで動画配信しておりますので、

是非ご視聴下さい。（会員専用サイトになります）

https://jta.or.jp/member/jyoho/r02it_seminar.html

この度、下記の教育用DVDを新たに配置致しました。本部、各サービスセ

ンター、研修センターにて貸し出しを行っておりますので、ご利用になりた

い会員様は是非お問合せ下さい。

『ストップながら運転　最愛なる家族を失った被害者遺族の今』



令和３年度「『重さ指定道路』の指定に関する要望」の受付について 

 

 

 平素は当協会の事業運営に格別なるご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  

 さて、道路通行時の重さの最高限度を25トン（道路法における一般的制限値は20

トン）とする「重さ指定道路」について、前年度より国土交通省に対して追加指定の要

望を行い、審査を経て新たに指定されております。  

（令和２年度実績：要望 183 区間  → 指定 109 区間＋一部指定２区間）  

 つきましては、今年度の「重さ指定道路」の指定に関する要望について、会員様より

要望を募りたいと思います。  

 下記に記載の通り愛知県トラック協会で取りまとめを行いまして、全日本トラック協

会を通じて国土交通省等に働きかけを行って参りますので、ご要望があればご提出

下さい。 

 

 

【 重さ指定道路とは 】 

   高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険  

防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車  

両の長さおよび軸重に応じて最大２５トンとする道路のことです。  

（幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ）  

  

 

【要望のご提出方法】  

 愛知県トラック協会HPに専用サイトを設けております。「要望区間票」をダウンロー

ドの上、必要事項をご記入頂き、 専用サイトからご提出下さい。  

 

【申し込み期限】 

 令和３年 ７月２８日（水）愛知県トラック協会  必着  

令和３年度「『重さ指定道路』の指定に関する要望」の受付について
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令和３年　 1月

2月

3月

4月

5月

126.80106.30  93.20

117.50100.70  93.80 

100.20  95.40  92.70－ 　 － 　 －

－ 　 － 　 －

※こちらの情報はあくまで暫定値のため、正確な情報はWEBにてご確認ください。

－ 　 － 　 －
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名古屋第一支部

（11 日） 「横断歩道の日」啓発キャンペーン

　　　　（中警察署・名中会）   

（13 日） 900 日死亡事故 0継続キャンペーン

　　　　（北署・北ト会）   

（22 日） 交通安全教室名古屋市立千石小学校

　　　　（千種署・水曜会）   

（30 日） 支部役員会・セーフティラリー出発式  

 

名古屋第二支部    

（ 8 日） 支部役員会   

 

名古屋第三支部    

（10 日） 役員会    

 

名古屋第四支部    

（ 3 日） 役員会   

（23 日） 青年部会通常総会   

尾東支部    

（ 2 日） 春日井部会 交通安全教室（上条小学校）  

（ 8 日） 春日井部会 通常総会   

（10 日） 小牧部会 通常総会   

（17 日） 瀬戸旭・守山部会 通常総会   

　　　 支部通常総会   

（30 日）支部三役・理事会   

月支 部 行 事支 部 行 事
６

尾西支部 

（12 日） 青年部会通常総会    

 

知多支部    

（28 日） 東海警察署管内トラック交通安全協力会　

　　　 通常総会   

  

西三支部    

（ 1 日） 安城部会　交通安全教室（安城新田小学校） 

（12 日） 碧南部会　集団健康診断（午前）   

（16 日） 豊田部会　役員会、定例会、研修会  

（18 日） 刈谷部会　役員会   

（19 日） 刈谷部会　自動車運転技能競技会  

　　　 碧南部会　集団健康診断（午後）   

（22 日） 安城部会　研修会、定例会   

（23 日） 碧南部会　役員会   

（28 日） 西尾部会　役員会   

 

東三支部    

（ 9 日） 支部役員会   

（12 日） 新城陸運協会　定例会   

（16 日） 豊橋陸運協会　通常総会   

（19 日） 田原陸運協会　定例会   



海上コンテナ部会（山本部会長）

○運営委員会（山本部会長）

　　月　日：令和３年５月１３日（木）

　　場　所：愛知県トラック会館

　　内　容：１）ＩＤタグ委員会の報告

　　　　　　２）令和３年度通常総会議案書（案）

　　　　　　　　について

　　　　　　３）実務委員会からの報告

　　　　　　４）チケットレス化に向けた今後の

　　　　　　　　運用について

　　　　　　５）今後の日程

委　員　会

部　　会 ５月中の活動状況

　

★ご注意下さい★

 不正軽油は使用しないで下さい ! 
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TEL 052-825-5000  E  ata-seinen@aitokyo.jp 
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事業者が取り組むべき事項 
  

  作業現場にWBGT値（暑さ指数）測定器※を備え、現場の状況を把握しまし
ょう。（※JIS Z 8504又は JIS B 7922に適合したものを使用しましょう。） 
またWBGT値と 4ページの基準値を基に評価、管理を行いましょう。 
 WBGT値は作業場所によって大きく変動することがありますので、場所ごと
に把握しましょう。 
 例年 5～10 月まで「環境省熱中症予防サイト」で、WBGT
値の予報値・実況値の情報提供を行っています。屋外作業で
測定器が用意できない場合には参考にしましょう。 

 
 簡易な屋根、通風・冷房設備、ミストシャワー等の散水設備などを設置し、
WBGT値を低減するよう検討しましよう。 
 ミストシャワー等、散水設備は、湿度が上昇することや滑りやすくなること
に留意しましょう。 
 既に設置している冷房設備等の機能を点検しましょう。 

  WBGT基準値を大幅に超える場合には、原則、作業を行わないようにしまし
ょう。 
 管理者が指示し、下記の時間を目安に、定期的に休憩を取らせましょう。 

休憩時間の目安 WBGT基準値からの超過 

1 時間あたり 
の 休 憩 時 間 

１℃程度超過 ２℃程度超過 3℃程度超過 それ以上 

15分以上 30分以上 45分以上 作業中止が 
望 ま し い       

＊ 熱順化した作業者については表を目安に休憩を取れるようにし、熱順化していな
い作業者は、より長い時間の休憩を取れるよう配慮しましょう。 

（「STOP 熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱より） 

 
 作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所、又は日陰等の涼しい休憩場所を確
保しましょう。 
 休憩場所は、横たわることができる広さにしましょう。 
 休憩場所には、次のものを備えましょう。 

 身体を冷すことのできる物品・設備 氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等  

 水分・塩分補給のための物品・設備 飲料水、スポーツドリンク、経口補水液等  
    

 
 作業者の熱への順化（熱に慣れ、環境に適応していること）は、熱中症発生
に大きく影響します。計画的に熱への順化期間を設けましょう。 
 順化のため、7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くしましょう。夏
季休暇等で熱へのばく露が中断すると、4日後には順化の顕著な喪失が始ま
ることに留意しましょう。 

（環境省熱中症予防サイト） 

1 WBGT値の 
把握と評価 
 

4 休憩場所の
整備等 
 

5 熱への順化 

3 作業時間の 
短縮･休憩等 

2 WBGT値の 
低減等 
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 休憩場所等に、水分・塩分補給のための物品・設備を備え付けましょう。 
 作業開始前から終了後まで、定期的に水分と塩分を補給できるよう配慮しま
しょう。 
 点検表や巡視により、作業者が確実に摂取しているか確認し、管理しましょ
う。 

 

 透湿性・通気性の良い服装を準備しましょう。 
 送風機能のある作業服等の着用も検討しましょう。 
 直射日光下での作業は、通気性の良い帽子、ヘルメット等を準備しましょう。 

  次のような疾病は、熱中症の発生に影響する恐れがあるので、医師等の意見
を踏まえて配慮を行いましょう。 
 ① 糖 尿 病、 ② 高血圧症、 ③ 心 疾 患、 ④ 腎 不 全、 
 ⑤ 精神・神経関係の疾患、 ⑥ 広 範 囲 の 皮 膚 疾 患、 
 ⑦ 感 冒 等、 ⑧ 下 痢 等   
      

  熱中症対策のためには、管理者と労働者が、それぞれ知識を持つことが重要
です。雇入れ時、新規入場時等の機会をとらえて教育をしましょう。 

作業を管理する者向け  労働者向け（雇入れ時・新規入場時） 
事 項 範 囲 時 間  範 囲 

熱中症の症状 

・熱中症の概要 
・職場における熱中症の特徴 
・体温の調節 
・体液の調節 
・熱中症が発生する仕組みと症状 

30分  

・熱中症の概要 
・職場における熱中症の特徴 
・体温の調節 
・体液の調節 
・熱中症が発生する仕組みと症状 

熱中症の予防
方法 

・ＷＢＧＴ値（意味、基準値に基づく評価） 
・作業環境管理 
（ＷＢＧＴ値の低減、休憩場所の整備等） 
・作業管理 
（作業時間の短縮、熱への順化、水分及び塩分の摂取、
服装、作業中の巡視等） 

・健康管理 
（健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、労働者
の健康状態の確認、身体の状況の確認等） 

・労働衛生教育 
（労働者に対する教育の重要性、教育内容及び教育方
法） 

・熱中症予防対策事例 

150 分  

・ＷＢＧＴ値の意味 
 
・現場での熱中症予防活動 
（熱への順化、水分及び塩分の摂
取、服装、日常の健康管理等） 

緊急時の救急
処置 

・緊急連絡網の作成及び周知 
・緊急時の救急措置 15分  ・緊急時の救急措置 

熱中症の事例 ・熱中症の災害事例 15分  ・熱中症の災害事例 

（「STOP 熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱より） 
      

  熱中症予防管理者は、次の業務を行いましょう。 
• WBGT値（暑さ指数）の低減対策の実施状況を確認する。 
• 各労働者の熱への順化の状況を確認する。 
• 作業開始前に労働者の体調を確認する。 
• WBGT値（暑さ指数）の測定結果を確認し、結果に応じて作業中止、中断
の判断をする。 

• 職場巡視を行い、労働者の水分等の摂取状況や健康状態を確認する。 
• 労働者に異常があった場合に、病院への搬送や救急隊要請を行う。 

6 水分及び塩分
摂取のための整備
 

7 服装等 
 

8 健康診断結果
に基づく対応等 
 

10 作業場の管理

9 労働衛生教育
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豊 橋 事 務 所

〒460-0026　名古屋市中区伊勢山二丁目5番21号

TEL（052）715-5101
TEL（052）715-5103

　名古屋第一事務所
　名古屋第三事務所

TEL（052）715-5102
TEL（052）715-5104

TEL（0532）57-5188　名古屋第二事務所
　名古屋第四事務所 〒440-0886　豊橋市東小田原町48番

　　　　セントラルレジデンス　202号

　　　　

　　　　　

www.chukokyo.jp

詳細は、
ホームページへ

スマホにも
対応しています！
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